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序
本
稿
の
課
題
は
、『
宣
記
』
写
本
の
系
統
を
論
ず
る
こ
と
に
あ
る
。

本
稿
で
考
察
対
象
と
す
る
『
宣
記
』
は
、
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
か
ら
嘉
暦
二

年
（
一
三
二
七
）
の
間
の
外
記
系
宣
下
関
係
文
書
等
二
一
六
点
を
書
写
収
録
し
た
符

案
で
あ
る
。
詳
細
は
別
の
機
会
に
委
ね
た
い
が
、『
宣
記
』
の
編
者
は
洞
院
公
賢

（
一
二
九
一
〜
一
三
六
〇
）
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
等
が

所
蔵
す
る
広
橋
兼
宣（
一
三
六
六
〜
一
四
二
九
）の
日
記
『
兼
宣
公
記
』
も
別
称『
宣

記
』
で
あ
る
が
、
本
稿
の
考
察
対
象
と
は
同
名
の
異
書
で
あ
る
。

符
案
と
は
、
主
と
し
て
朝
廷
発
給
文
書
の
本
文
を
部
類
し
た
案
文
集
で
あ
り
、
原

本
が
残
ら
な
い
案
件
や
時
代
で
あ
っ
て
も
朝
廷
文
書
の
発
給
手
続
き
や
保
管
体
制
等

様
々
な
課
題
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
史
料
と
な
る
）
1
（

。

『
宣
記
』
に
は
宣
旨
を
下
す
前
段
階
の
文
書
が
多
数
収
録
さ
れ
る
が
、
宣
旨
は
古
代

古
文
書
学
の
中
心
的
課
題
の
一
つ
で
あ
り
）
2
（

、
院
政
や
武
家
政
権
が
定
着
し
た
中
世
に

お
い
て
も
そ
の
作
成
・
伝
達
経
路
や
機
能
が
口
宣
と
合
わ
せ
て
論
点
と
な
っ
て
い
る
）
3
（

。

近
世
に
至
っ
て
も
、
数
種
の
中
世
符
案
が
書
写
さ
れ
、
口
宣
・
宣
旨
や
口
宣
案
が
現

実
に
発
給
さ
れ
続
け
た
こ
と
か
ら
、
公
家
社
会
で
一
定
の
関
心
は
持
た
れ
て
い
た
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

『
宣
記
』
は
、
現
存
す
る
符
案
の
収
録
対
象
と
し
て
は
比
較
的
古
い
鎌
倉
時
代
後

期
の
、
従
来
未
紹
介
の
宣
下
関
係
文
書
多
数
を
収
め
る
。
近
年
に
な
っ
て
筆
者
が

『
宣
記
』
の
一
写
本
の
翻
刻
を
公
表
し
た
が
）
4
（

、
そ
の
本
文
を
引
用
し
た
研
究
は
管
見

に
入
ら
ず
、
従
来
は
写
本
の
所
在
も
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
）
5
（

。

本
稿
で
は
、
今
後
様
々
な
研
究
分
野
に
資
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
『
宣
記
』
の

基
礎
的
研
究
と
し
て
、
諸
所
所
蔵
写
本
の
書
誌
情
報
を
整
理
し
、
そ
の
写
本
系
統
に

つ
い
て
考
え
た
い
。
な
お
本
稿
で
は
、
奥
書
の
翻
刻
に
は
読
点
を
付
し
、
句
点
・
返

り
点
は
付
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。

１
持
明
院
本
と
中
院
通
秀
蔵
本

『
宣
記
』
に
は
複
数
の
写
本
が
確
認
さ
れ
る
。
管
見
の
及
ん
だ
最
古
の
『
宣
記
』
写

本
は
、
康
正
三
年
（
一
四
五
七
）
の
奥
書
を
有
す
る
京
都
文
化
博
物
館
「
持
明
院
家
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文
書
」
本
（
以
下
、
持
明
院
本
と
称
す
る
）
で
あ
り
、
諸
所
所
蔵
の
『
宣
記
』
写
本

は
い
ず
れ
も
そ
の
転
写
本
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
は
持
明
院
本
の
奥
書
を
検
討
す
る
。

持
明
院
本

　
宣
記

　
　
　
一
冊

京
都
文
化
博
物
館
所
蔵
「
持
明
院
家
文
書
」
の
う
ち
。

楮
素
紙
（
強
杉
原
）
表
紙
、
外
題
打
付
書
「
宣
記
」（
中
央
）。
袋
綴
装
冊
子
本
、

一
冊
。
現
状
は
四
つ
目
綴
じ
（
も
と
大
和
綴
じ
か
）。
縦
二
七
・
八
㌢
、
横
二
一
・
六

㌢
。
墨
付
き
四
五
丁
。
室
町
時
代
、
康
正
三
年
（
一
四
五
七
）
書
写
、
大
沢
久
守
筆
。

（
奥
書
）康

正
三
年
三
月
廿
九
日
出
来
、

此
一
帖
、
借
請
中
院
前
黄
門
通
秀
卿
、
書
写
之
、
則

令
校
合
畢
、
筆
者
左
衛
門
少
尉
藤（

大
沢
）原

久
守
、

権
中
納
言
藤（

山
科
顕
言
）

（
花
押
）　　
　
　
　
　
（
四
五
丁
裏
）

表
紙
お
よ
び
裏
表
紙
は
本
来
一
通
の
文
書
を
縦
に
半
截
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
紙
背
を
用

い
、
綴
じ
目
以
外
の
三
方
を
内
に
折
り
込
む
。
紙
背
文
書
は
縦
三
四
・
二
㌢
、
横
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五
一
・
九
㌢
以
上
の
康
正
三
年
（
一
四
五
七
）
正
月
廿
一
日
「
口
宣
」（
五
辻
泰
仲

を
従
五
位
上
に
叙
す
）。

（
表
紙
紙
背
文
書
断
簡
）

康
正
三
年
正
月
廿
一
日　

宣
旨

従
五
位
下
源
泰
仲

宜
叙
従
五
位
上　
　
　
　

（
裏
表
紙
紙
背
文
書
断
簡
）

『
如（異
筆
）此

権
中
納
言
藤
原
顕
言
奉
』

蔵
人
頭
左
大
弁
藤
原
高
清
奉

持
明
院
本
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
中
院
通
秀
か
ら
借
り
た
一
帖
を
「
権

中
納
言
藤
」
が
「
左
衛
門
少
尉
藤
原
久
守
」
に
書
写
・
校
合
さ
せ
、
康
正
三
年

（
一
四
五
七
）
三
月
に
完
成
し
た
と
い
う
。

中
院
通
秀
（
一
四
二
八
〜
一
四
九
四
）
は
、
彼
の
日
記
『
十
輪
院
内
府
記
』
文
明

十
五
年
（
一
四
八
三
）
三
月
三
十
日
条
に
、
洞
院
公
数
か
ら
洞
院
公
賢
の
日
記
『
園

太
暦
』
を
千
余
疋
で
購
入
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
）
6
（

。
通
秀
は
『
園
太
暦
』
の
帙
を

作
成
し
（『
十
輪
院
内
府
記
』
文
明
十
六
年
八
月
五
日
条
）、
目
録
を
取
り
）
7
（

、
文
明

十
九
年
（
一
四
八
七
）
二
月
八
日
に
は
室
町
殿
足
利
義
尚
の
所
望
に
応
じ
て
見
参
に

入
れ
る
な
ど
、『
園
太
暦
』
を
珍
重
・
活
用
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
ま
た
通
秀

は
、
例
え
ば
『
十
輪
院
内
府
記
』
文
明
十
二
年
（
一
四
八
〇
）
八
月
五
日
条
に
「
宣
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旨
抄
染
筆
」
等
と
あ
る
よ
う
に
、
宣
旨
に
も
関
心
を
有
し
て
い
た
。
中
院
通
秀
自
身

も
当
時
の
有
識
の
一
人
で
あ
り
、
洞
院
公
賢
の
〈
知
〉
に
強
い
関
心
を
有
し
た
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、公
賢
編
の
『
宣
記
』
を
（
公
賢
自
筆
原
本
か
写
本
か
は
不
明
な
が
ら
）

入
手
し
て
然
る
べ
き
人
物
で
あ
る
。

中
院
通
秀
か
ら
底
本
を
借
り
請
け
た
と
い
う
「
権
中
納
言
藤
」
は
、
花
押
か
ら
山

科
顕
言
（
一
四
二
八
〜
一
四
六
二
）
に
比
定
で
き
る
）
8
（

。
持
明
院
本
の
表
紙
紙
背
は
、

反
古
と
な
っ
た
口
宣
の
土
代
で
、
こ
こ
に
も
異
筆
で
「
如
此

権
中
納
言
藤
原
顕
言
奉

」

と
あ
っ
た
。
前
年
の
康
正
二
年
十
月
、
山
科
顕
言
は
権
中
納
言
に
昇
進
し
て
上
卿
を

つ
と
め
る
立
場
と
な
っ
て
お
り
、「
如
此
」
と
あ
る
よ
う
に
、
口
宣
の
書
様
を
学
ん

で
い
た
の
で
あ
ろ
う
）
9
（

。

持
明
院
本
の
奥
書
に
、
山
科
顕
言
の
下
で
「
筆
者
」
を
つ
と
め
た
と
見
え
る
「
左

衛
門
少
尉
藤
原
久
守
」
は
、『
山
科
家
礼
記
』
を
記
し
た
大
沢
久
守
（
一
四
三
〇
〜

一
四
九
八
）
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
享
徳
四
年
（
一
四
五
五
）
三
月
か
ら
文
正
元
年

（
一
四
六
六
）
ま
で
左
衛
門
少
尉
で
あ
っ
た
（『
歴
名
土
代
』）。

大
沢
久
守
は
、
山
科
家
領
の
経
営
や
立
花
・
医
療
な
ど
多
方
面
に
わ
た
っ
て
山
科

顕
言
・
言
国
に
仕
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
）
10
（

。
と
り
わ
け
重
要
な
点
は
、
大
沢
久

守
が
日
記
『
山
科
家
礼
記
』
を
筆
録
し
）
11
（

、
山
科
家
に
関
わ
る
文
書
を
執
筆
・
発
給
す

る
な
ど
）
12
（

、
文
筆
に
お
い
て
も
主
家
に
重
き
を
占
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
山
科
家
礼

記
』
康
正
三
年
八
月
七
日
条
に
は
「
禁
中
抄
上
下

、
公
卿
補
任
六
七
下

」
を
小
槻
長
興

に
返
し
遣
わ
し
た
と
あ
り
、
故
実
や
政
務
に
関
わ
る
書
籍
を
他
家
か
ら
借
用
し
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
）
13
（

。

以
上
か
ら
、
持
明
院
本
の
筆
者
は
大
沢
久
守
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
『
山
科
家
礼
記
』
は
「
す
べ
て
消
息
類
の
裏
を
返
し
て
、
二
つ
折
り
に
し
仮

綴
に
し
た
も
の
」
と
い
い
（
註
11
飯
倉
論
文
）、
こ
う
し
た
料
紙
利
用
の
特
色
は
、

『
宣
記
』
の
表
紙
に
口
宣
の
土
代
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
通
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
『
宣
記
』
本
文
の
料
紙
は
反
古
で
は
な
い
。

２
諸
写
本
の
奥
書

次
に
、
持
明
院
本
以
降
の
写
本
の
書
写
経
路
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
諸
所
所
蔵

写
本
の
書
誌
・
奥
書
を
整
理
す
る
。

庭
田
本

　
宣
記

　
　
一
冊

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
庭
田
本
」（
函
架
番
号
：
二
六
四
函
六
〇
七
号
の
う
ち
）。

渋
刷
毛
目
表
紙
、
外
題
打
付
書
「
宣
記
」（
中
央
）。
袋
綴
装
冊
子
本
、
一
冊
。
五

つ
目
綴
じ
。
縦
二
九
・
六
㌢
、
横
二
二
・
三
㌢
。
四
五
丁
。
江
戸
時
代
、
元
禄
十
三

年
（
一
七
〇
〇
）
書
写
、
庭
田
重
條
筆
。

皇
典
講
究
所
図
書
標
箋
「
綾
」
「
九
三
」（
表
紙
左
上
）。
朱
文
円
印
「
重
條
」（
一

丁
表
）。
朱
文
方
印
「
庭
田
蔵
書
」（
二
丁
表
）。
朱
文
方
印
「
宮
内
省
図
書
印
」（
二

丁
表
）。
朱
文
円
印
「
重
條
」（
四
五
丁
裏
）。

（
奥
書
）康

正
三
年
三
月
廿
九
日
出
来
、

此
一
帖
、
借
請
中
院
前
黄
門
通
秀
卿
、
書
写
之
、
則

令
校
合
畢
、
筆
者
左
衛
門
少
尉
藤
原
久
守
、

権
中
納
言
藤
判　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
五
丁
表
）

貞
享
三
年
之
比
歟

這
一
冊
、
先
年
借
受
或
人
本
、
急
筆
透
写
之
、

字
形
随
分
無
相
違
模
之
、
頃
日
熟
覧
之
序
、

文
字
不
審
之
処
、
聊
付
了
簡
畢
、
重
而
求
類

本
、
可
遂
再
校
者
也
、

元
禄
十
三
歳
四
月
十
二
日　

従
二
位
源
（
花
押
）
（
朱
文
円
印
「
重
條
」）　

（
四
五
丁
裏
）
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書
写
奥
書
に
、
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
の
数
年
前
（「
先
年
」）、
傍
注
に
よ

れ
ば
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
頃
に
、
庭
田
重
條
（
一
六
五
〇
〜
一
七
二
五
）
が

「
或
人
」
の
『
宣
記
』
写
本
を
借
り
て
透
写
し
た
こ
と
、
字
形
も
相
違
な
く
模
し
た

こ
と
、
文
字
が
不
審
な
と
こ
ろ
は
自
分
の
考
え
を
書
き
付
け
た
こ
と
、
さ
ら
に
類
本

に
よ
る
校
訂
を
期
す
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

本
奥
書
が
持
明
院
本
奥
書
と
同
じ
こ
と
か
ら
、「
或
人
」
所
蔵
本
は
持
明
院
本
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
或
人
」
所
蔵
本
が
、
後
述
す
る
柳
原
本
の
よ

う
に
書
写
奥
書
の
な
い
写
本
だ
っ
た
可
能
性
も
否
め
な
い
が
、
庭
田
本
は
意
識
し
て

本
文
の
丁
数
や
一
面
行
数
・
字
数
・
字
配
り
を
持
明
院
本
に
似
せ
た
こ
と
が
窺
え
る

の
で
、
持
明
院
本
を
書
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
二
六
四
函
六
〇
七
号
は
二
冊
か
ら
な
り
、
本
書
と
は
別
の
一
冊
（
表
紙
外

題
打
付
書
「
宣
記
下
外
記
部

」〔
中
央
〕。
縦
二
八
・
五
㌢
、
横
二
〇
・
二
㌢
）
の
内
容

は
『
綸
旨
抄
』
第
一 

下
外
記
部
上
・
第
二 
下
外
記
部
下
（「
続
々
群
書
類
従
」

一
七
・
雑
部
）
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

坊
城
本

　
宣
記

　
　
　
一
冊

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
坊
城
家
旧
蔵
本
（
請
求
番
号
：
一
四
七
―
八
五
）。

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）
で
カ
ラ
ー
画
像
を
公
開
。

宿
紙
表
紙
、
外
題
打
付
書
「
宣
記　
全

」（
左
上
）。
首
題
「
宣
記
」（
第
一
丁
表
）。

袋
綴
装
冊
子
本
、
一
冊
。
四
つ
目
綴
じ
。
縦
二
七
・
〇
㌢
、
横
二
〇
・
〇
㌢
。
三
三

丁
。
江
戸
時
代
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
書
写
。

朱
文
方
印
「
内
閣
文
庫
」（
二
丁
表
）。
朱
文
方
印
「
坊
城
藤
俊
将
蔵
書
之
印
」（
二

丁
表
）。
朱
文
方
印
「
内
閣
文
庫
」（
三
三
丁
裏
）。

本
文
全
般
に
朱
合
点
・
朱
注
あ
り
。

（
奥
書
）康

正
三
年
三
月
廿
九
日
出
来
、

図版6　坊城本『宣記』三三丁裏　奥書
　　国立公文書館内閣文庫

図版5　坊城本『宣記』二丁表 
　　国立公文書館内閣文庫
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此
一
帖
、
借
請
中
院
前
黄
門
通
秀
卿
、
書
写
之
、

則
令
校
合
畢
、
筆
者
左
衛
門
少
尉
藤
原
久
守
、

権
中
納
言
藤
判

右
、
借
万
里
黄
門
蔵
本
、
令
傭
書
謄
写
校
讐
一
就
、

　

享
保
五
年
五
月
二
日　
　
　
　

権
弁
俊（

坊
城
）将　

　
　
　
　
　
（
三
三
丁
裏
）

書
写
奥
書
に
よ
れ
ば
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
、「
万
里
黄
門
」
す
な
わ
ち

中
納
言
万
里
小
路
尚
房
（
一
六
八
二
〜
一
七
二
四
）
14
（

）
の
蔵
本
を
借
り
て
）
15
（

、「
権
弁
」

す
な
わ
ち
権
右
中
弁
坊
城
俊
将
（
一
六
九
九
〜
一
七
四
九
）
が
人
を
や
と
っ
て
謄
写
、

校
讐
（
読
み
合
わ
せ
な
ど
に
よ
っ
て
文
字
の
誤
り
を
訂
正
）
し
た
と
い
う
。

本
奥
書
が
持
明
院
本
の
奥
書
と
同
文
で
あ
る
た
め
、
坊
城
本
の
底
本
が
持
明
院
本

だ
っ
た
可
能
性
、
す
な
わ
ち
享
保
五
年
時
点
で
万
里
小
路
尚
房
が
持
明
院
本
を
所
蔵

し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
坊
城
本
の
本
文
の
丁
数
や
一
面
行
数
・
字

数
・
字
配
り
は
持
明
院
本
と
異
な
る
た
め
、
そ
れ
ら
が
万
里
小
路
尚
房
所
蔵
本
の
特

徴
に
似
せ
た
結
果
だ
と
す
れ
ば
、
万
里
小
路
尚
房
所
蔵
本
が
書
写
奥
書
の
な
い
写
本

だ
っ
た
可
能
性
も
否
め
な
い
。

甘
露
寺
本

　
宣
記

　
　
　
一
冊

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
甘
露
寺
家
旧
蔵
本
（
請
求
番
号
：
一
四
七
―

八
四
）。
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）で
カ
ラ
ー
画
像
を
公
開
。

茶
色
後
補
表
紙
、
外
題
貼
紙
題
箋
「
宣
記
」（
左
上
）。
宿
紙
原
表
紙
、
外
題
打
付

書
「
宣
記
」（
左
上
）。
首
題
「
宣
記
」（
第
一
丁
表
）。
袋
綴
装
冊
子
本
、
一
冊
。
四

つ
目
綴
じ
。
縦
二
七
・
〇
㌢
、
横
二
〇
・
〇
㌢
。
三
二
丁
。
江
戸
時
代
、
天
明
六
年

（
一
七
八
六
）
書
写
、「
権
中
納
言
」（
甘
露
寺
篤
長
か
）
筆
。

朱
文
笹
紋
飾
枠
角
丸
長
方
印
「
甘
露
寺
蔵
書
」（
一
丁
表
）。
朱
文
方
印
「
内
閣
文

庫
」（
二
丁
表
）。
朱
文
方
印
「
内
閣
文
庫
」（
三
二
丁
表
）。

本
文
全
般
に
朱
合
点
・
朱
注
あ
り
。

図版7 甘露寺本『宣記』二丁表
　国立公文書館内閣文庫

図版8　甘露寺本『宣記』三一丁裏・三二丁表 奥書
　国立公文書館内閣文庫
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（
奥
書
）康

正
三
年
三
月
廿
九
日
出
来
、

此
一
帖
、
借
請
中
院
前
黄
門
通
秀
卿
、
書
写
之
、

則
令
校
合
畢
、
筆
者
左
衛
門
少
尉
藤
原
久
守
、

権
中
納
言
藤
判

右
、
借
万（

万
里
小
路
尚
房
）

里
黄
門
蔵
本
、
令
傭
書
謄
写
校
讐
一
就
、

　

享
保
五
年
五
月
二
日　
　
　
　

権
弁
俊
将　
　
　
　
　
　
（
三
一
丁
裏
）

此
一
冊
、
借
受
蔵
人
頭
右
大
弁

俊（
坊
城
）親

朝
臣
蔵
書
、
令
助
筆
書

写
、
于
時
天
明
六
年
五
月
十
九
日
終
功
、

権
中
納
言
（
花
押
）　　
　
　
　
　
　

（
三
二
丁
表
）

書
写
奥
書
に
よ
れ
ば
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
、「
蔵
人
頭
右
大
弁
」
坊
城
俊
親

（
一
七
五
七
〜
一
八
〇
〇
）
の
蔵
書
を
借
り
受
け
て
、「
権
中
納
言
」（
甘
露
寺
篤
長

〔
一
七
四
九
〜
一
八
一
二
〕
か
）
が
加
筆
書
写
し
た
と
い
う
。

本
奥
書
が
坊
城
本
と
同
文
で
あ
り
、
本
文
の
丁
数
や
一
面
行
数
・
字
数
・
字
配
り
も

坊
城
本
に
似
せ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
、甘
露
寺
本
の
底
本
は
坊
城
本
と
考
え
ら
れ
る
。

柳
原
本

　
宣
記

　
　
　
一
冊

西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
（
函
号
：
一
一
五
―
三
七
の
う
ち
）。

宿
紙
表
紙
、外
題
打
付
書
「
宣
記
」（
中
央
）。
袋
綴
装
冊
子
本
、一
冊
。
大
和
綴
じ
。

縦
二
七
・
一
㌢
、
横
二
二
・
五
㌢
。
四
四
丁
。
江
戸
時
代
書
写
、
柳
原
紀
光
筆
か
。

朱
文
方
印
「
岩
瀬
文
庫
」（
二
丁
表
）。
白
文
朱
方
印
「
柳
原
庫
」（
二
丁
表
）。

（
奥
書
）康

正
三
年
三
月
廿
九
日
出
来
、

此
一
帖
、
借
請
中
院
前
黄
門
通
秀
卿
、
書
写
之
、
則
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紙
片
一
紙
（
縦
一
九
・
八
×
横
四
五
・
五
㌢
。
書
写
し
た
「
宣
下
案
」
類
を
書
き

上
げ
た
も
の
）
を
は
さ
む
。

（
奥
書
）康

正
三
年
三
月
廿
九
日
出
来
、

此
一
帖
、
借
請
中
院
前
黄
門
通
秀
卿
、
書
写
之
、
則

令
校
合
畢
、
筆
者
左
衛
門
少
尉
藤
原
久
守
、

権
中
納
言
藤
判　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
六
丁
表
）

以
日（

柳

原

紀

光

）

野
新
中
納
言
本
書
写
之
、

　
　
　

安
永
三
年
四
月
右

（
勧
修
寺
経
逸
）

中
弁
（
花
押
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
四
六
丁
裏
）

書
写
奥
書
に
よ
れ
ば
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
「
日
野
新
中
納
言
」
柳
原
紀

光
）
17
（

の
本
を
底
本
と
し
て
「
右
中
弁
」
勧
修
寺
経
逸
（
一
七
四
八
〜
一
八
〇
五
）
が
書

写
し
た
の
が
勧
修
寺
本
で
あ
る
。
勧
修
寺
本
の
底
本
で
あ
る
「
日
野
新
中
納
言
本
」

は
柳
原
本
と
考
え
ら
れ
る
）
18
（

。

勧
修
寺
本
は
、
意
識
し
て
丁
数
や
一
面
行
数
・
字
数
・
字
配
り
を
持
明
院
本
・
柳

原
本
に
似
せ
た
こ
と
が
窺
え
、
奥
書
か
ら
柳
原
本
を
書
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

３
諸
写
本
の
関
係

既
述
の
各
写
本
の
奥
書
か
ら
、
近
世
に
お
け
る
『
宣
記
』
の
書
写
と
い
く
つ
か
の

写
本
の
伝
来
が
明
ら
か
と
な
る
。

現
在
確
認
さ
れ
る
諸
写
本
の
な
か
で
祖
本
に
位
置
す
る
の
は
持
明
院
本
で
あ
る
。

元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
の
数
年
前
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
頃
に
、
庭
田

重
條
が「
或
人
」の『
宣
記
』写
本
を
借
り
て
筆
写
し
た
の
が
庭
田
本
で
あ
っ
た
。「
或

人
」
所
蔵
本
は
持
明
院
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
、
庭
田
本
奥
書
所
見
の
「
或
人
」
と
の
関
係
は
不
分
明
な
が
ら
、
坊
城
本

の
奥
書
か
ら
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
時
点
で
万
里
小
路
尚
房
が
持
明
院
本
を
所

令
校
合
畢
、
筆
者
左
衛
門
少
尉
藤
原
久
守
、

権
中
納
言
藤
判　
　
　
　
　
　
（
裏
表
紙
見
返
し
）

柳
原
本
の
奥
書
は
、
持
明
院
本
と
同
文
の
本
奥
書
の
み
で
あ
り
、
書
写
奥
書
が
な

い
。
た
だ
し
、
柳
原
本
の
本
文
は
、
意
識
し
て
丁
数
や
一
面
行
数
・
字
数
・
字
配
り

を
持
明
院
本
に
似
せ
た
こ
と
が
窺
え
（
双
方
の
図
版
を
参
照
）、
持
明
院
本
を
書
写

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
筆
者
に
つ
い
て
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
古
典
籍
書
誌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
公

開
）は
「
古
写
本
を
比
較
的
忠
実
に
模
写
し
た
本
。
柳
原
紀
光
書
写
本
か
」
と
す
る
。

柳
原
紀
光
（
一
七
四
六
〜
一
八
〇
〇
）
が
編
ん
だ
『
続
史
愚
抄
』（
新
訂
増
補
国

史
大
系
）
で
は
、「
宣
記
」
を
典
拠
と
す
る
記
事
が
複
数
あ
り
、
彼
が
『
宣
記
』
を

閲
読
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
「
宣
記
」
を
典
拠
と
す
る
『
続
史
愚
抄
』

の
日
条
と
、『
宣
記
』
の
該
当
部
と
考
え
ら
れ
る
文
書
番
号
を
挙
げ
る
。

延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
四
月
廿
三
日
条
：『
宣
記
』
怠
状 

№
169
〜
№
179

応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
十
月
三
十
日
条
：『
宣
記
』
牛
車 

№
74

文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
十
一
月
廿
九
日
条
：『
宣
記
』
牛
車 

№
75
〜
№
79

文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
十
月
二
日
条
：『
宣
記
』
怠
状 

№
180
〜
№
193

元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
十
一
月
三
日
条
：『
宣
記
』
怠
状 
№
194
〜
№
201

正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
十
月
廿
一
日
条
：『
宣
記
』
禁
色 
№
）
16
（

115　

勧
修
寺
本

　
宣
記

　
　
　
一
冊

京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
勧
修
寺
家
旧
蔵
本
。

宿
紙
表
紙
、
外
題
打
付
書
「
宣
記
」（
中
央
）、
貼
紙
「
京
」（
右
上
）。
内
題
「
宣

記
」（
第
一
丁
表
）。
袋
綴
装
冊
子
本
、
一
冊
。
大
和
綴
じ
。
縦
二
六
・
八
㌢
、
横

二
〇
・
二
㌢
。
四
六
丁
。
江
戸
時
代
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
書
写
、
勧
修
寺

経
逸
筆
。

朱
文
四
周
竹
笹
長
方
印
「
勧
修
寺
」（
三
丁
表
）。
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蔵
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
万
里
小
路
尚
房
が
所
蔵
し
て
い
た
の
は
、

書
写
奥
書
の
な
い
写
本
だ
っ
た
可
能
性
も
否
め
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
万
里
小
路
尚
房
の
蔵
本
を
借
り
受
け
て
坊
城
俊
将
が
享
保

五
年
（
一
七
二
〇
）
に
書
写
さ
せ
た
の
が
坊
城
本
で
あ
る
。
坊
城
本
は
、
の
ち
に
坊

城
俊
将
の
孫
俊
親
の
蔵
書
と
な
っ
た
。
坊
城
本
を
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
「
権

中
納
言
」（
甘
露
寺
篤
長
か
）
が
書
写
し
た
も
の
が
甘
露
寺
本
で
あ
る
。

そ
の
後
の
持
明
院
本
の
所
蔵
者
は
分
明
で
は
な
い
が
、
十
八
世
紀
中
頃
に
、
お
そ

ら
く
柳
原
紀
光
（
一
七
四
六
〜
一
八
〇
〇
）
が
、
持
明
院
本
を
底
本
と
し
て
柳
原
本

を
書
写
し
て
い
る
。
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
に
柳
原
紀
光
蔵
本
を
底
本
と
し
て
勧

修
寺
経
逸
が
書
写
し
た
の
が
勧
修
寺
本
で
あ
る
。
勧
修
寺
本
の
底
本
と
な
っ
た
柳
原

紀
光
蔵
本
は
柳
原
本
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
ご
と
く
、現
在
確
認
で
き
る
『
宣
記
』
写
本
の
祖
本
は
持
明
院
本
で
あ
り
、

さ
ら
に
、
Ａ
庭
田
本
、
Ｂ
坊
城
本
・
甘
露
寺
本
、
Ｃ
柳
原
本
・
勧
修
寺
本
の
三
系
統

に
分
類
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

持
明
院
本
が
持
明
院
家
に
伝
わ
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
可
能
性
が
想
定

さ
れ
る
も
の
の
、
未
詳
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
や
が
て
持
明
院
本
『
宣
記
』
を
含
む

「
持
明
院
家
文
書
」
一
括
は
、
古
書
肆
を
経
て
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
に
平

安
博
物
館
の
所
蔵
に
帰
し
た
。
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
の
平
安
博
物
館
閉
館

に
よ
り
、「
持
明
院
家
文
書
」
一
括
は
同
年
開
館
の
京
都
文
化
博
物
館
に
移
管
さ
れ

て
現
在
に
至
る
。

藤
原
氏
北
家
頼
宗
流
の
持
明
院
家
は
羽
林
家
の
家
格
を
有
し
た
中
級
貴
族
で
、
中

近
世
に
は
入
木
道
（
書
道
）・
鷹
・
神
楽
を
家
業
と
し
た
。
京
都
文
化
博
物
館
蔵
「
持

明
院
家
文
書
」
一
括
は
、
持
明
院
家
の
家
業
の
一
つ
で
あ
る
神
楽
に
関
わ
る
近
世
書

写
の
典
籍
類
が
多
く
を
占
め
て
お
り
、『
宣
記
』
は
内
容
・
書
写
年
代
と
も
に
や
や

異
質
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
存
す
る
資
料
群
の
構
成
か
ら
『
宣
記
』
が
持
明
院
家

に
流
入
し
た
経
緯
を
考
え
る
こ
と
も
難
し
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
日
の
検
討
を

期
し
た
い
。

図　

『
宣
記
』
の
書
写
と
持
明
院
本
の
伝
来

洞
院
公
賢
…
…
公
数

　
　 （
譲
渡
も
し
く
は
書
写
）

中
院
通
秀　

     

＊
康
正
三
年
（
一
四
五
七
）、【
持
明
院
本
の
底
本
】
を
所
蔵

 　

山
科
顕
言
・
大
沢
久
守　

     

＊
康
正
三
年
（
一
四
五
七
）
書
写
：【
持
明
院
本
】

⇐？　⇐

或
　
人　

    

　 
庭
田
重
条　

＊
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
書
写
：【
庭
田
本
】

⇐？　

　
　

⇐　

万
里
小
路
尚
房
　
＊
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）、【
持
明
院
本
】
を
所
蔵
の
可
能
性

⇐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（【
持
明
院
本
の
写
本
】
の
可
能
性
も
あ
り
）

⇐　
　
　
　

坊
城
俊
将　
　
　
　

＊
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
書
写
：【
坊
城
本
】

⇐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俊
逸　

俊
親　

＊
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）【
坊
城
本
】を
所
蔵

⇐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⇐　
　
　

権
中
納
言
（
甘
露
寺
篤
長
か
）　

＊
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）書
写
：【
甘
露
寺
本
】

⇐？　
　
　

柳
原
紀
光
か　
　
　
　

＊
十
八
世
紀
中
頃
か
書
写
：【
柳
原
本
】

⇐　
　
　
　

柳
原
紀
光 

　
　

＊
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）、【
柳
原
本
】
を
所
蔵

⇐　
　
　
　
　

？　
　
　
　

勧
修
寺
経
逸　
　
　
　

＊
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
書
写
：【
勧
修
寺
本
】

⇐

持
明
院
家

⇐

古
書
肆⇐

平
安
博
物
館

　
＊
昭
和
四
八
年（
一
九
七
三
）、【
持
明
院
本
】
を
購
入
・
所
蔵

⇐

京
都
文
化
博
物
館

　
＊
昭
和
六
三
年（
一
九
八
八
）、【
持
明
院
本
】
を
所
蔵
、
現
在
に
至
る

　

例
言
：　

人
名
は
各
本
の
奥
書
に
所
見
す
る
人
物
、
⇐
・
太
字
は
持
明
院
本
の
伝
来
、

？
は
そ
こ
に
某
が
存
在
し
た
可
能
性
、
←
は
書
写
の
経
路　

を
表
す
。
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結
以
上
、
本
稿
で
は
、『
宣
記
』
の
書
写
と
伝
来
を
論
じ
、
①
康
正
三
年
（
一
四
五
七
）

の
奥
書
を
有
す
る
持
明
院
本
が
最
古
の
写
本
で
、
山
科
顕
言
の
下
で
大
沢
久
守
が
書

写
し
た
こ
と
、江
戸
時
代
に
万
里
小
路
尚
房
が
所
蔵
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、

②
現
在
確
認
で
き
る
諸
所
所
蔵
の
『
宣
記
』
写
本
は
、
い
ず
れ
も
康
正
三
年

（
一
四
五
七
）書
写
の
持
明
院
本
の
転
写
本
で
あ
り
、さ
ら
に
Ａ
庭
田
本
、Ｂ
坊
城
本
・

甘
露
寺
本
、Ｃ
柳
原
本
・
勧
修
寺
本
の
三
系
統
に
分
類
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。鎌

倉
後
期
朝
廷
文
書
の
「
部
類
記
」
で
あ
る
『
宣
記
』
が
近
世
ま
で
書
写
を
重
ね

ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
中
世
文
書
の
生
命
力
が
感
じ
ら
れ
る
。
古
典
籍
を
扱
っ
た
本
稿

が
、
共
同
研
究
の
主
題
で
あ
る
中
世
文
書
研
究
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
も

の
で
あ
る
。

﹇
付
記
﹈
持
明
院
本
の
画
像
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
特
定
共
同
研
究
「
9･

10

世
紀
古
文
書
に
関
す
る
史
料
学
情
報
の
総
合
化
研
究
」（
研
究
代
表
者
：
山
口
英
男
）

お
よ
び
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｓ
）「
日
本
目
録
学
の
基
盤
確
立
と
古
典
学

研
究
支
援
ツ
ー
ル
の
拡
充
」（
研
究
代
表
者
：
田
島
公
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
り
、

京
都
文
化
博
物
館
の
提
供
に
よ
る
。
坊
城
本
・
甘
露
寺
本
の
画
像
は
国
立
公
文
書
館

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）
に
よ
る
。
柳
原
本
の
画
像
は
西
尾
市
岩
瀬
文
庫

の
提
供
に
よ
る
。
実
物
調
査
・
写
真
撮
影
・
画
像
提
供
に
御
協
力
を
賜
わ
っ
た
各
機

関
担
当
者
に
謝
意
を
表
す
る
。

註（
1
）
符
案
に
つ
い
て
は
、
今
岡
典
和
・
吉
川
真
司
「
勧
修
寺
家
文
書
調
査
の
成
果
と
課
題
」（
朝

尾
直
弘
代
表
『
中
・
近
世
公
家
文
書
の
研
究
』
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、

一
九
九
四
年
）、
末
柄
豊
代
表
『
室
町
・
戦
国
期
の
符
案
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』（
科
学
研
究

費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

（
2
）
早
川
庄
八　
『
宣
旨
試
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
等
。
中
世
文
書
論
の
立
場
か
ら
早

川
説
を
整
理
・
検
討
し
た
富
田
正
弘
「
古
代
文
書
様
式
の
中
世
へ
の
展
開
①
」（『
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
九
二
、
二
〇
一
四
年
）
も
参
照
。

（
3
）
富
田
正
弘　
「
口
宣
・
口
宣
案
の
成
立
と
変
遷
」（
同
『
中
世
公
家
政
治
文
書
論
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
二
年
。
初
出
一
九
七
九
・
一
九
八
〇
年
）、
五
味
文
彦
「
宣
旨
類
」（
同
『
院
政
期

社
会
の
研
究
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
四
年
。
初
出
一
九
八
三
年
）
等
。

（
4
）
長
村
祥
知　
「
翻
刻
『
宣
記
』」（『
朱
雀
』
二
八
、
二
〇
一
六
年
）。
以
下
、『
宣
記
』
所
収
文

書
を
指
す
場
合
は
、
当
該
拙
稿
で
付
し
た
文
書
番
号
（
№
○
）
を
用
い
、
適
宜
「『
宣
記
』
怠

状
№
169
」
の
ご
と
く
、
№
○
の
上
に
『
宣
記
』
の
標
目
上
の
区
分
を
並
記
す
る
。

　
　
　

ま
た
恥
ず
か
し
な
が
ら
同
稿
に
は
校
正
漏
れ
が
複
数
存
す
る
。「
奉
」
か
「
奉
」
か
等
の
字

の
大
き
さ
は
置
く
と
し
て
、
内
容
解
釈
に
関
わ
る
以
下
の
点
は
訂
正
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

№
15
（
充
名
）　

誤
：「
謹
上　

右
衛
門
督
殿
」
↓
正
：「
謹
上　

左
衛
門
督
殿
」

№
43
（
月
日
）　

誤
：「
十
月
八
日
」
↓
正
：「
十
一
月
八
日
」

№
127
（
差
出
）　

誤
：「
大
外
記
中
原
師
師
宗
請
文

」
↓
正
：「
大
外
記
中
原
師
宗
請
文

」

（
5
）
『
国
書
総
目
録　

五
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
に
は
、『
宣
記
』
の
写
本
と
し
て
「
内

閣
（
享
保
五
写
）（
天
明
六
写
）」
が
挙
が
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫

の
甘
露
寺
本
と
坊
城
本
を
指
す
。

　
　
　

ま
た
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
（
請
求
記
号6186-20-3

）「
両
曲
伝
授
（
持
明

院
家
旧
蔵
）」
に
、『
宣
記
』
を
含
む
平
安
博
物
館
所
蔵
（
当
時
。
現
在
は
京
都
文
化
博
物
館
所

蔵
）「
持
明
院
家
文
書
」
の
主
要
部
分
の
紙
焼
き
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
撮
影
の
業
務
報

告
と
し
て
村
井
章
介
・
吉
田
早
苗
「
平
安
博
物
館
所
蔵
史
料
の
調
査
・
撮
影
」（『
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
報
』
二
一
、
一
九
八
六
年
）
が
あ
る
。

（
6
）
公
数
以
後
の
洞
院
家
文
書
の
書
写
・
流
布
に
つ
い
て
は
西
山
恵
子
「
中
世
の
公
家
と
家
文
書
」

（『
京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
』
三
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。

（
7
）
『
十
輪
院
内
府
記
』
文
明
十
七
年
四
月
廿
五
日
条
等
。『
園
太
暦
目
録
』（『
史
料
纂
集 

園
太

暦 

七
』
所
収
）
が
現
代
に
伝
わ
る
。

（
8
）
末
柄
豊
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
9
）
口
宣
と
い
う
場
合
、
一
般
に
は
職
事
が
﹇
年
月
日
﹈﹇
内
容
﹈﹇
奉
者
﹈
を
記
し
た
様
式
の
文

書
を
指
す
が
、
同
様
式
で
上
卿
が
﹇
奉
者
﹈
と
な
る
文
書
の
実
例
が
知
ら
れ
て
い
る
（
註
3
富
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田
論
文
二
四
五
頁
・
二
八
六
頁
）。
確
か
に
、
職
事
の
口
宣
を
受
け
て
上
卿
が
奉
じ
た
口
宣
の

写
は
『
宣
記
』
に
も
多
数
収
録
さ
れ
て
お
り
（
№
6
・
№
11
・
№
16
等
）、
太
政
官
の
伝
宣
に

お
い
て
一
定
程
度
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
山
階
顕
言
が
上
卿
作
法
の

一
環
と
し
て
口
宣
の
書
様
を
学
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
異
と
す
る
に
は
及
ば
な
い
。

（
10
）
菅
原
正
子　
「
山
科
家
領
荘
園
の
研
究
」（
同
『
中
世
公
家
の
経
済
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
年
）
一
〇
九
頁
以
下
。
菅
原
正
子
「
山
科
家
の
家
司
大
沢
久
守
と
山
城
国
山
科
東
荘
」

（
同
『
中
世
の
武
家
と
公
家
の
「
家
」』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）。
小
森
崇
弘
「
山
科
家

と
「
た
て
花
」」（
同
『
戦
国
期
禁
裏
と
公
家
社
会
の
文
化
史
』
小
森
崇
弘
君
著
書
刊
行
委
員
会
、

二
〇
一
〇
年
。
初
出
二
〇
〇
五
年
）。
米
澤
洋
子
「
室
町
・
戦
国
期
の
山
科
家
の
医
療
と
「
家
薬
」

の
形
成
」（『
医
療
の
社
会
史
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
九
三
頁
以
下
。

（
11
）
飯
倉
晴
武　
「
山
科
家
礼
記
に
つ
い
て
」（
同
『
日
本
中
世
の
政
治
と
史
料
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
三
年
。
初
出
「
解
題
」〔『
史
料
纂
集　

山
科
家
礼
記　

五
』
一
九
七
三
年
〕）。

　

現
存
す
る
『
山
科
家
礼
記
』
は
三
人
の
筆
跡
か
ら
な
り
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
大
沢
久
守
で

あ
る
。
持
明
院
本
『
宣
記
』
の
筆
跡
（
例
え
ば
本
稿
に
図
版
を
掲
示
し
た
標
目
・
本
文
冒
頭
〔
一

丁
裏
・
二
丁
表
〕
参
照
）
と
、
大
沢
久
守
筆
と
さ
れ
る
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
『
山
科
家
礼
記
』

康
正
三
年
記
（
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
〔
Ｗ
Ｅ
Ｂ
〕
で
公
開
）
の
筆
跡

と
を
比
較
検
討
し
た
が
、
同
筆
か
異
筆
か
の
判
断
が
つ
か
な
か
っ
た
。
識
者
の
ご
教
示
を
待
ち

た
い
。

（
12
）
註
10
菅
原
論
文
、
註
11
飯
倉
論
文
参
照
。

（
13
）
「
公
卿
補
任
」
の
書
写
は
、『
山
科
家
礼
記
』
康
正
三
年
九
月
十
三
日
条
・
十
一
月
廿
三
日
条

に
も
所
見
す
る
。

（
14
）
『
公
卿
補
任
』に
よ
れ
ば
、
尚
房
は
正
徳
四
年（
一
七
一
四
）五
月
に
権
中
納
言
に
補
任
さ
れ
、

享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
十
二
月
に
権
大
納
言
と
な
る
ま
で
在
任
し
て
い
た
。

（
15
）
両
者
の
貸
借
は
他
に
も
見
出
せ
る
。
例
え
ば
白
根
靖
大
「
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫

所
蔵
『
台
記
』
の
初
歩
的
考
察
」（『
中
央
史
学
』
四
二
、
二
〇
一
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
国
立

公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
坊
城
家
本
『
台
記
』
も
、
万
里
小
路
尚
房
の
所
蔵
本
を
享
保
八
年

（
一
七
二
三
）
に
坊
城
俊
将
が
借
用
・
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
16
）
『
続
史
愚
抄
』
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
十
月
廿
一
日
条
に
は
「
被
レ

行
二

臨
時
除
目
一

〈
○

宣
記
〉」
と
あ
る
。
こ
の
日
付
を
持
つ
文
書
は
『
宣
記
』
に
見
出
せ
な
い
が
、
正
和
三
年
十
月

の
藤
原
実
忠
の
禁
色
勅
許
に
関
す
る
一
連
の
文
書
で
あ
る
『
宣
記
』
禁
色
№
111
〜
119
の
う
ち
、

№
115
に
「
今
日
、
侍
従
藤
原
実
忠
禁
色
宣
旨
到
来
候
。
即
欲
レ

進
二

上
請
文
一

候
処
、
件
人
去

廿
一
日
除
目
被
レ

任
二

左
中
将
一

候
歟
」
と
あ
っ
て
、
十
月
廿
一
日
に
除
目
が
行
わ
れ
た
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）
人
名
比
定
の
根
拠
は
、『
公
卿
補
任
』
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
条
冒
頭
に
「
二
月
一
日
春

日
祭
。
上
卿
日
野
新
中
納
言
」
と
あ
り
、
同
年
の
権
中
納
言
従
三
位
に
「
同
（
藤
）
紀
光
…
…

二
月
春
日
祭
上
卿
」
と
あ
る
に
よ
る
。
柳
原
家
は
藤
原
氏
日
野
家
の
庶
流
で
あ
る
。

（
18
）
こ
の
文
言
を
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
時
点
で
柳
原
紀
光
が
所
蔵
し
て
い
た
持
明
院
本
と

解
す
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
柳
原
紀
光
が
、
自
身
で
す
で
に
所
蔵
し
て
い

る
中
世
写
本
を
さ
ら
に
新
写（
柳
原
本
を
作
成
）す
る
と
い
う
可
能
性
は
高
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
京
都
府
京
都
文
化
博
物
館
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
二
〇
年
一
月
二
七
日
受
付
、
二
〇
二
〇
年
七
月
九
日
審
査
終
了
）




